
市民活動総合補償保険 仕様書

１．保険の概要

春日部市市民活動総合補償制度要綱（以下「要綱」とする。）のとおりとする。

２．保険契約期間

令和 8 年 5 月 1 日午後 4 時から令和 9 年 5 月１日午後 4 時まで

３．保険の内容

要綱により、次の補償を盛り込んだ内容であること

・賠償責任補償

・傷害補償

・疾病補償

４．保険契約者

春日部市

５．保険料

市が全額負担する。

６．保険料の計算基礎

（１）令和 7 年 12 月 1 日現在の人口 228,798 人

（２）保険料の積算にあたっては、住民数だけで計算するものとし、市民活動団体ごとの活動内

容や活動人数、活動回数等は提示しないものとする。

７．名簿の提出の省略

保険会社へ被補償者名簿の提出は行わないものとする。

また、市が被補償者名簿を事前に備え付けていなくても往復途上の傷害事故を補償すること

（要綱第３条第３項を参照）

８．補償対象

賠償責任補償・傷害補償の対象者は添付要綱のとおり

９．補償内容

添付要綱のとおり

１０．事故が起きた時の手続き

団体の代表者は事故発生日から３０日以内に、本市市民参加推進課を通じて保険会社へ事故報

告書を提出する。

１１．保険金請求事務等に関する役割

（１）保険会社の役割

①事故報告書及び保険金請求書等の書類一式は保険会社が作成したものを使用する。

②示談交渉が必要な場合は、当事者間で円満に事故解決ができるよう保険会社は協力するも

のとする。



（２）市の役割

①市は、市民団体から提出された事故報告書及び保険金請求書を保険会社へ送付する事務を

行う。

②補償の対象とすべき活動か否かの判断を行う。

１２．実績報告書の提出

事故受付件数、保険金支払件数及び支払額につき、年２回実績報告を行う。

①５月１日～１０月３１日の実績を１１月３０日までに提出するものとする。

②１１月１日～５月１日の実績を５月３１日までに提出するものとする。

③その他市が必要と認めたときは、実績を提出する。

１３．保険料の確定精算

保険期間満了後の保険料の確定精算は行わないものとする。

１４．法令等を遵守した保険内容であること

国の認可を受けた「賠償責任保険」（施設・生産物・保管者及びコミュニティ活動賠償補償各特

約付帯）及び「費用利益保険・同コミュニティ活動補償制度費用保険特約」とで構成されてお

り、要綱に基づき本市が補償対象者に対する補償としての費用を負担することにより被る損害

を担保する旨の記載がある保険約款で構成されており、かつ要綱と保険約款との整合性が図ら

れていること。

１５．保険金の直接支払いについて

保険金は、要綱に基づき市の口座に入金することなく市が指定した被補償者の口座に直接振り

込むものとする。

１６．協議

市民活動総合補償制度について必要があると認めたときは、両者協議を行うこととする。

１７．支払実績

※令和 7 年度は令和 7年１２月１日現在

賠償責任

事故

傷害

事故

死亡

事故

疾病

事故
保険金支払い総額

平成２８年度 ０件 ７件 ２件 ０件 １０，３３５，０００円

平成２９年度 ０件 ８件 ０件 ０件 ４５６，０００円

平成３０年度 ０件 ４件 ０件 ０件 １１８，０００円

令和元年度 ０件 ５件 ０件 １件 ７４９，０００円

令和２年度 ０件 ０件 ０件 ０件 ０円

令和３年度 ０件 ２件 ０件 ０件 ２６，０００円

令和４年度 １件 ２件 ０件 ０件 ９９，０００円

令和５年度 ０件 ７件 ０件 ０件 ４１９，０００円

令和６年度 ０件 ９件 ０件 ０件 ３５２，０００円

令和 7 年度 ０件 1 件 ０件 ０件 ６，０００円


